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ブロジェフションにおいて、最も高い実績と深い経験を育するソ二

ガ、より明るく、より大きく、よりコンパクトな新型ブロジェクシ

ョンを2機種ご紹介いだします。

置き場所をとらない50型、圧倒的画面の72型、いずれも投写部ガすっ

きり収納できる一体化構造です。 大直面は説得力ガ抜群、 注意力も

集中させ、教育や情報の伝達に卓越しだ効果をあげます。 テレビ、

ビデオ、カメラの画の提示ガできます。視聴覚教室にぜひ 台。

ソニー株式会社/ ソニー商事株式会社

ソニービデオセンター福i岡干810福岡市中央区天神3丁目16番19号電話(092)741-2761 

ソニービデオセンター沖縄干901-21沖縄県浦添市勢理客556-6 電話(0988)79-2321 



































































































































































最近建設された館舎には，百曜の行き届いたも

のも少なくないが，全般的にながめてみるとき，

その施設は貧困で，格差の増大も著しい。とくに，

社会の変容の激しい現代ILおいて，最も取り残さ

れてL、るのが公民館だともいわれる。関係者は.

乙の事実に深く思いをいたし ，乙れが充実に力を

注がねばならない。

乙れら¢施設は，公開無料の原則に立ち，利用

の手続きも大いに簡素化しなければならない。

(2) 集会の施設

「住民の生活の必要に乙たえJI集会と活用」

の役割jりを果すために，少なくともつぎの施設を

必要とするのである。

巨富
説明するまでもないであろう。劇正20人程度

の者が，ゆったりと話し合えるものにしたい。

直室司
会議室とあまり相違がなさそうだが，主として，

クラブ ・グループ・サークルなどが活用する。集

会室は，

える意味で，また「お茶」ゃ「おruの場合を考
え，あるいは年配者の好みなども勘察して，和室

にする乙とが望ましし場合もある。

医誼
ロビーとしてもよい。玄関の近くに，快適で開

放的な広場を設け，住民の自由な使用にゆだねる。

そζには各種の新聞 ・雑誌などを常備して，い乙

いながら，楽しく語り合う場所にしたい。

巨劃
図書を中心』こすれば「学習の施設」となるが，

あまり固くない「こどものへや」と考えたい。い

わゆる「カギッ子」問題にも関連して，青少年教

育のために「児童室Jないしは「青少年コーナづ

¢設置は，現代内句、民館の不可欠的施設であると

L 、ってよい。

国璽
教育，法律，家庭生活，交通事l&その他生活万

般にわたる相談を求める声が高まりつつある。あ

まり広い乙とは望まないが，壁面の色彩や調度・

備品等に意を用い，なによりもいかめしい感じゃ

殺風景な感じが出ないよう ，心yがけなければなら

ない。

軍三百
最低 165平方メートルほしい。演塑の高さ と広さ

に，とくにくふうを要する。小演劇， 音楽などの

発表ができるようにしたいが，全体の面積の制約

を受けやすい。そこで，組立式のものを用いるこ

とも考えられる。さらに，講堂の場合は，他にこ

れ.t::けの広さのへやは望めないので，展示場，小

体育館等に転用できるようにし，多面的な活用を

図るべきである。

(3) 学習の施設

「教育 ・学術 ・文化の普及ならひ・に向上につと

めJI学習と創造Jの役割りを果すために，少な

〈ともつぎの施設を必要とする。

匿詔
「講座室」とも呼ぴ「教室」ともいう。青年学

級，婦人学級，定期講座等の開設さ れると ζろで

ある。手ごろな広さと，静かなムードが必要であ

る。

|実験・実習室|

最も多レゆが， 調理室である。 染色なども兼ね

る傾向が出てきた。 今後乙の種の室は工作関係の

木工 ・金工の各室からますます各種の美術 ・芸術

方面の各室i乙細分化され，専門化されていくであ

ろう。

国語
全国公民館の約半数』ζ設置されているが，平均

面積も 31平方メ ートノレときわめて狭少である。

図書館との緊密な連携 ・協力のもとに公民館の図

韮撞を活発に活用しうるよ うなものにすべきであ

る。

医亙
現段階では，ロビーや廊下の活用と，講堂の利
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用によるしかあるまい。乙の場合，組立式のパネ

ルを用意しておくと便利である。

(4) 管理の施設

匡歪司
館長室は，事実上は「館長室兼応接室Jという

よりも，Ijしろ「応接室兼館長室Jと考えたほう

が至当であろう。

直函
職員が公民館の専門的職務をスムーズに行なえ

るような諸調度・機械・器具等を備えねばならぬ。

外来者に対して，快適な応接ができる窓口と，

住民が気やすく出入りしうるようなくふうが必要

である。また，事務の執行に支障をきたさぬ限り，

住民の利用に供する各室の位置を優先させるよう

な配慮が必要である。

匡冨
館員交代の宿直制の場合のほか， r管理人室」
として，用務員等を居住せしめる場合や，警備員

に委矯する場合11:.，宿直・仮眠 ・休養の場に当て

る。

A

M

'

 

庫

て

合

口

め

い

含

広

を
り

ど

ぬ

な

な

ら

か

隅

な

'

片

ば

て

の

ね

み

下

か

ら

廊

お

か

や

て

際

下

つ

実

段

と

の

階

く

動

。

広

-
」
活

る

け

1
」

一庫
一
館
あ
だ
一
庫
一

一
一

民

で

る

一

一

一倉
一
公

要

き

一車
一

「

L

必

で

「

L

必要に応じて，別につくる場合が多かろうと思

われる。この場合，外観などに，じゅうぶん留意

して，公民館そのものとの調和がくずされる ζと

のないようにしたい。

2 本館の面積は， 1，0 00平方メ ートル程度

を確保することが望ましい。

「基準」に規定する 33 0平方メ ートルですら

その必要性は認めながら，現実的には無理だとす

る考え方もある。乙乙へ1，00 0平方メートルと

いう「標準Jを持ち出す乙とは，あるいは現実を

無視した机上の空論であるとの批判もあろう。し

かし，公民館の「あるべき姿」を追求する以上，

あらゆる角度から検討して，この程度の広さを目

安としたものである。乙の数字に達した経緯につ

いて，若干の説明を加えておく。

(I) rわが国の社会教育J(昭和40年)いわゆ
る「社会教育白書」によると，独立本館の全国平

均面積は，

昭和30年 313平方メ ートル

昭和38年 3 86平方メ ートル

である。だから， r基準」的発想からいえば，
5 0 0平方メ ートル宿支にすべきであろう。 しか

し，乙れは，あくまで単なる「平均値」にすぎな

L 、。

(2) r公民館の経営jによると ，人口 2，000
~ 10，0 00人の場合

最低 330~500 平方メ ートノレ

適正 400~900 平方メートル

となる。成案』ζ示す「標準」は，この上限をやや

上回ったにすぎなしのである。

(3) 各室の所要面積から考察すると ，っきのよ

うな乙とがいえる。左欄は成案に示す面積を試み

に各室に配分したもので，右側lは， rわが国の社
会教育J(前掲)1乙よる現状をかかげて対比した

ものである。(単位平方メートル)

A 講堂 165 196 

B 会議室 6 6 7 0 

集会室 3 3 5 5 (児童室 )

談話室 5 0 2 8 

相談室 1 6 4 2 (展示室)

C 講議室 6 6 7 3 

実験実習室 6 6 4 0 

図書室 6 6 3 1 

小計8室 528 計 535 

D 館長室 3 3 

事務室 3 3 

宿直室 3 3 

倉庫 3 3 

合計 12室 660 

－ 80 －



残りの 340平方メートノレは，便所，廊下，階

段などにあてる ζとを見込んだものである。つい

でながら，廊下は，展示などのため，できるだけ

幅広く取る必要がある。

右欄の面積は，各室を単位とした全国的平均で

あって， 1館の平均面積ではない。また集会室は

「児童室Jに，相談室は「展示室Jにおきかえて

いるので，厳密に左右の数字を比較することはで

きないが，ひとつの参考となるであろう。

したがって，今後，公民館がその機能を発律す

るためには，利用できる面積が，最低500平方F

メートル以上，管理施設や付椿施設を加えてゆ00

平方メートル程度というのは，けっして過大では

ない。少なくとも 10年後の姿を思うべきである。

ただ，地域の実態，とくに他の諸施設の建築配置

の状況』む芯l:/，適宜考慮を加えるべきは，当然至

極の乙とである。

a 本館には，区域内の実態に応じ，体育施設，

託児施設およ U情泊の設備等を備えること。

(1) 体育施設

尾内と慮外の体育施設は，とく fw.0、要である。

社会体育はー蜘乙不振であるにもかかわらず，

公民館を中心とした卓球やバレーボールが，住民

の健康と親善に大きく貢献しているという事実は，

高く評価しなければならぬ。

卓球・パドミントン・パレーボール・パスケッ

トボールなど¢痘内・ 屡外のスポーツの施設が考

えられ%.l.ばならない。

体育施設に関連して，とくに強調したいのは，

屋外体育施設をも含めた公開官敷地の問題である。

都市と農村とを間わず，敷地はできうるかぎり

広いほうがよい。前庭・駐車場・ 車庫 ・倉庫など

とともに，ぜひともバドミントン・バレーボール

・パスケットボールなどの専用コート，その他体

育活動に適しTこ広場が必要である。こうした見地

からも，公民館の敷地は少なくとも 1，65 0平方

メートル程度，欲をいえば3，300平方メートル

Q土ほしいと乙ろである。

(2) 託児施設

各種会合の構成メンバーや各種講座の受講生で

ある母親たちが，幼児連れで会合や学習にきた場

合，安んじて協議や学習に専念せしめるために，

ぜひほしい施設である。この場合，とくに開場j

が大きな意味をもっている ζとを付記しておきた

L 、。

(3) 宿泊施設

公民館において，都市相互，都市と農村の聞な

どで，住民の交流・交歓など宿泊をともなう事業

か敢りあげられはじめてL'.:，。さらに，公民館関

係者の宿泊研修も，予想以上の効果をあげつつあ

る。公民館の現代的役割りからみて，ぜひとも設

置したいものである。

4 構造を開放的にし，設備の様式を近代的に

する乙と。

(l)開放的構造

住民の f茶の間」であるべき公民館が，ともす

ると，いわゆる「お役所風」になりがちである。

ζれは，その閉鎖的な建築繕造』己負う場合も少な

くない。その構造やたたずまいに住民の利用しやす

すい開放性，親しみゃすい親近性が強く要望され

る。構造における「開放性」には，つぎのような

配慮が必要である。

・玄関からロビーにいたる正面の設計が，明るく，

ゆったりしているζ と。

・事務室がはいりやすく ，窓や机の配置なども窮

屈でないこと。

・和室以外は，ハキモノをはきかえさせるような

不便がないこと。

・各室とも，抵抗なくはいって行けるような配置

であること。

・総じて，役所風のいかめしさがなく，大衆的な

あたたかい配慮が行きとどいている乙と。

・各杢を住民生活の I容器」と考え 「サンプル」

とみて，室の名称も，たとえば「生産の部屋J

－ 81 －



「暮らしの部罵」式Ir.，具体的に親しみゃすく ，

わかりやすい名をつけるとと。

・敷地にゆとりがあれば，池 ・樹木・花壇・美術

彫刻を配した庭園を設け，魚や鳥などを飼育す

ること。

(2) 近代的設備

設備では，社会の進展や住民の生活様式の向上

に見合う近代性が望まれる。

しかしながら，それは単なる豪華さや，いたず

らな装飾性を競うものであってはならない。いわ

ゆるデラックスすき、るものからは，かえって疎遠

感や抵抗感を覚える場合すらありうるのである。

設備の近代化では，照明・換気 ・暖房等はもちろ

ん，放送 ・映写の設備，音響効果，インタホーン

から，机 ・イス ・湯茶の供給設備など，できれば

冷房に至るまで，キメ細かく配慮されなければな

らない。

なお，こ乙でつけ加えておきたいのは便所につ

いてである。水洗化が望ましい乙とはもちろんで

あるが，各階ごとにぜひとも男女別の便所を設け

るべきである。 r水洗・男女別」を鉄則としたい。
5. 本館には，つぎの設備を備えること。

ア 机，精子，黒板およびその他の教具

イ 写真機，映写機，テープ式瀦気録音再生機，

蓄音器，テレビジョン受像機，幻燈機，ラジオ

聴取機，拡声用増幅器，ビデオレコーダー，お

よびその他の視聴覚教育用具

ウ ピアノまたはオノレカ、ンおよびその他の楽器

エ 図書およびその他の資料ならびに展示用具等

乙れらの利用のための器材器具

オ 実験・実習に関する器具

カ 体育およびレク リエーションに関する器具

キ 移動公民館用自動車および単車

これらは，公民館活動を騨司するために，基本

的Ir.必袋な設備をあげたわけであるが，その数量

は，公開官事業の重点のおきかたによって異る乙

とはいうまでもない。また，数館共通で使用でき

うるものは，中期官(連絡館)等で集中管理をす

るなど，効率的方途を講ずべきである。器具につ

いては，常時点検整備を怠らず， rあるものは使
うもの，使うものは使えるもの」の精神に徹した

L 、。

設備の整備充実とともに，これらを駆使する職

員の技術能力が大切である。視聴覚教育用具のう

ち，映!顎幾 ・幻燈機・テープレコーダーなどの取

り鍛い方は ，ほとんど問題はないようだが，新し

い機械器具の利用にいたっては，いまだしの!動1

ある。わが公民館活動を 16ミリにおさめる乙と

など，先進的な公民館はかなり前から試みている

が，近代的用具の活用には，いよいよ留意しなけ

ればならない。めんどうがらずに，おうせいな研

究心のもと，これらの操作に習熟し，縦横に駆使

して，公民館活動の近伐化・効率化に資すべきで

あろう。こうした公民館職員の出荷 ・能力の練磨

乙そ ，公民館活殺のカギともいえよう。

6 分館には，図書 ・資料 ・楽穏・体育用具の

ほか，必要なものを備える乙と。

「必要なもの」の範囲をあげると ，たとえば，

囲碁 ・将棋などのレクリエーション用具・視聴覚

教具などをあげる乙とができる。

以上，今後の公民館が具備すべき 「施設および

設備」について， 若干の解説を試みた。すなわち，

公民館が現f切守役割りをじゅうぶんに果すために

は，いかなる施設・設備が望まれるかということ

に焦点をしぼり，従前の施設・設備の再点検 ・再

検討をとおして，最d恨必要なものを考えてみた

のである。

皿 .職員

1. 本館には，最低つぎの4名の職員をおく乙

と。

館長 ・公民館主事 ・事務職員 ・用務員等

公民館の事業内容と職員の磯務内容を勘案して，

－ 82 －



最低この4名としたものである。

(1)館長

社会教育法第27条の「公民館に館長を置き…

…Jという規定をまつまでもなく，教育機関に

「長」を必要とすることは論をまたない。しかも，

乙の規定にあるとおり. n館長を置く」というの
は. r置くべきもの」すなわち C必置制」である
ことは周知のところである。こζでは法の規定が

忠実に順守されることを望むのである。公民館の

興廃は究極的には専任館長K人を得るか否かによ

って決する。

(2) 公民館主事

「館長の命を受け，公民館の事業の実施にあた

るJ(同法第27条第3項)公民館主事の任務の

重要性も，また館長に劣らない。望ましい活動を

展開するためには，とうてい1人だけでは不じゅ

うぶんであるが，きびしい現実の諸情勢からみて，

とりあえず 1人とした。また，名称については，

単なる「主事」のところもあるが「公民館主事」

という名称を用いたほうが適当である。

震後』乙，とくに強調したい乙とは，公民館主事

を「置くことができるJ(同法第27条第1項)

という「任意設置」の現制度をすみやか』ζ改めて，

r~，置制」とすることである。

(3) 事務職員・用務員等

館長・主事が教育活動』ζ専念できるようにする

ためには，事務的なもののいっさいをとりしきる

事務職員古泌、要であることも多くをいうまでもあ

るまい。

事務職員と同等もしくは，ときにはそれ以上に

重い佼創りを果すものが，用務員である。施設・

設備の実質的な維持管理の主役として，最も地味

で大切な分野を担当するものであることを思うと

き，欠く乙とのできない職員である。

2. 体育指導委員・青少年指導員・社会教育指

導員等は，なるべく公民館の非常勤職員とす

ること。

(1) 体育指導委員

近時，社会体育の重要性が叫ばれ，生涯スポー

ツの関心が高まりつつある今日，公民館もその一

翼をになう必然性が生じつつある。

そこで，さきに述べた体育施設に対応して，人

的な指導函が必要となってくる。ただスポーツの

技術面叫旨導のみにとどまらず，その雄蛾社会の

スポーツ・レクリエーション活動を全般的に組織

し，運営できるような，人望もあり実力もあるリ

ーダー古特望される。体育指導委員を非常勤職員

に委嘱し，幅広い活躍を期待したい。

(2) 青少年指導員

「青少年指導員」は「社会教育指導員」ととも

に，都道府県・市町村の条例その他により，任意

に置かれる場合が多い。青少年指導委員は，青少

年の愛育・補導にあたり，その健全育成のため，

あらゆる面から指導・助言を行なうのがその役割

りである。最近，公民館活動のなかで青少年教育

事業が重視されつつある今日，青少年指導員を公

民館の非常勤職員として，社会教育的立場から，

その手腕をぞんぶんに発揮してもらう乙とにした

L 、。
(3) 社会教育指導員

「青少年指導委員」と同じく条例等による任意

設置である。任務は文字どおり，社会教育各般に

ついての指導助言を行なうものであるが，実質的

には，青年教育・婦人教育・成人教育・ PTA等，

それぞれの専門分野に応じて任命されることが望

ましい。
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乙れらの民間指導者は，要するに，それぞれの

笥聞の必要に応じ，それぞれの地方の要求に乙た

えるために置かれるものである。

しかも，乙れらの人々の多くは，本職を他にも

つ長澗人である。中1m.有力な社会的地位のあ

－ 83 －



る人もあり，有識の人も多い。それを公民館非常

勤職員に委嘱するにあたっては，関係各部局とじ

ゅうぶんに協議して意思の疎通を図るとともに，

委嘱する場合には，お役所的な手続きだけではな

く，干しを尽して懇請すべきであろう。

3. 分館には，最低つぎの2名の職員をおくこ

とが望ましい。

公民館主事・用務員等

乙のζとについては，すでに<1>のところで
詳述したとおりである。しかし，地区館にさえ平

均 1人の尊任がいない現状からも ，最低 1人とい

いたいが，やはり 2人の組み合わせが必要である。

N. 運営審議会

公時官の体制を論ずる場合K，見のがす乙との

できない要件は，公民館運営審議会(以下単に「

運営審議会J(ニいう)である。運営審議会の任務

その他については，社会教育波第 29条ないし第

3 1条に規定されているとおりで，乙ζ』乙重ねて

詳説する必要がないであろう。

運営審議会の機能を発療して，住民の意志を公

民館の運営に反映し，すぐれた効果をおさめてい

るものもあるが，ややもすると形式化し，じゅう

ふ、んにその機能を生かしていないものも少なくな

いようである。そのよってきたる理由には，①委

員の人選を含む構成の適否，②運営審議会の位置

づけの当否，③運営審議会の会議運営方法，等々

をあげなければならない。しかし，ここでは「体

制IJJ整備の視点から，主としてその構成をとりあ

げようとするものである。

1. 本館には，各館ごとに運営審議会をおくも

のとする。 Tこt::し，やむなく 12以上の公民

館について 1の公民館運営審議会を置く」場

合は，各館ごとにこれに代わる適切な措置を

講ずる乙と。

運営審議会は，いうまでもなく，公民館の運営

にできるだけ住民の意志を，反映させようとの趣

旨から置かれるものであるから， 1公民館に運営

審議会を置く」という社会教育法第29条の規定

の趣旨のとおり，各館ごとに設けるのが本旨であ

る。同条後段の円旦し書Jによって 12以上の公

開官について1叫浪館運営審議会を置く」とい

うのは，あくまでも例外的措置であり便法である

乙とをあらためて確認し，本則のとおりの設置が

望ましいとするものである。

法では，各公民館に運営審議会を置くことから

くる財政上の圧迫，あるいは公民館相互の運営の

調和などという特殊の事情から，例外的措置とし

て各館共通の運営審議会とする ζとを認めている

が，乙れによって生ずる欠陥をなしとしなし、。す

なわち，全市町村で 1つの運営審議会となると，

とかく調査審議の内容が各公民館の現実から遊離

しがちとなり，公民館の「地域性」を見失うよう

な結果を招くおそれがある。便法的な運営審議会

とする場合は， ζの欠陥を補う方法を講ずるとと

が車叡すに必要である。

運営審議会を一元化する場合「乙れに代わる適

切な措置」としては， 1公開官活動協力員J(あ

るいは運営委員会・協力委員会・逮営協議会・ク

ラブ協会などといってもよい)を設けて，住民と

のパイプの役割りと，公民館活動への協力を求め

る乙とが考えられる。

乙の場合は，つぎのような諸点について考慮し

なければならなL、
①財政函ー費用弁償等，その活動の裏付けと

なる財政的措置のありかた。

②任命者ーできれば教育委員会が委4属するほ

うが望ましい。ただし，教育委員会が正式に委

嘱した場合は，当然報酬を支給しなければなら

なくなる。

③役割りー形のうえでは運営審議会とよく似

ているが，公民館に対する法的な拘束力はない。

しかし，その意見を，できるかぎり尊重すべき
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乙とは，もちろんである。

④構成ーおおむ=ね民間の理解者から成るボ

ランティア組織とする。メンバーの選任にあた

っては，名称や地位にとらわれず，実際に公民

館活動を理解し，参加し，協力する人々をもっ

てあてたい。

Z 一つの運営審議会の委員数は，劇底5名と

する乙と。

委員の数は，必ずしも多きをもって貸しとしな

い。また経費の面からも苦しい現伏である。いき

おい，少数精鋭主義をとらざるをえない。乙のほ

うが，かえって責任感も強くなり ，チームワーク

もよくとれるのではないだろうか。

しかし，反面，民主主義の原則からするならば，

広く民意を反映するためには，できるt::け多くの

メンパーのほうがよいということになる。こうし

た2つの相対立する考え方を勘案しつつ「最低5

名Jとした。公民館の規模や対象人口により異な

ることはいうまでもない。

1 運営審議会委員の選任において，公民館利

用者を代表する者が含まれるよう考慮する乙

と。

当然すぎるほど当然の乙とを，あらためて強調

しなければならないほど，現実には形式的な発想

や政治的自調?のもとに人選珂ヲなわれ，せっか

くの運営審議会が「羊頭狗(く)肉Jや「関庖休

業」の弊に焔っている場合が多い。乙のような傾

向を克服し，真に民主的で効率的な委員会にする

ために「公民館利用者をft表する者が含まれるよ

う考慮することJとしたのである。たとえ無名で

あっても，利用者の切実な声を反映しうる委員が

ほしいとの意味をもっ。

それも，できれば第2号委員 (団体代表)とし

て選ぶ乙とができれば申し分がない。そのために

は，一方において利用者の組織化が，当然進めら

れねばならない。そしてその組織の代表者を運営

審議会委員に選ふ、乙とができれば，きわめて現実

的で活動的な委員会運営が期待される。たとえば

公民館グループ連絡協議会等から，代表者を委員

に加えるなど，当然考えられるべきであろう。

4. 運営審議会委員の任期は. 2年を適当とす

る。ただし，再任を妨げないが，長期にわた

ることは望ましくない。

任期を 2年としたのは，毎年 1----2名ずつ順Iζ

交代していくとか，半数交代制をとるとかして，

清新さを加えるためである。さらに「再任を妨げ

ない」が「長期にわたることは好ましくない」と

あるが，連続選任については，それぞれの市町村

において，不文律の慣例をつくり，清新強力な運

営審議会を形成すべきである。

得がたい人材の連続選任についても，たとえば，

1期でも間隔をおいてあらためて選任するという

ような万法をとって慣例は守ったほうがよい。そ

うする乙とによって，一つは好ましくない委員の

長期化を防ぎ，一つはもって運営審議会の権威を

高める乙とにつとむべきである。
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いいものいつは、、
まところいっぱい

タマヤは、お客さまとの心のふれあいを大切にします。

田中丸コレクション

九州のやきもの 4・~咽・110.. :A:噌定体 10時→ 6時

4階・古陶磁陳列室
官 官級

今回は八代 ・小代・ 帖佐 ・平佐 ・薩摩三彩など

熊本と鹿児島の古窯の名品を一堂に展観いたします。

!映像の企画製作 教育映画の販売 各種教育機器の販売 1・
1~ ・~:B・ヒテεォ教育教材映画は東映 I

最新作児童劇映画

お母さんとぼくの出発
社会教育映画

J也漠時的防災用に枇過 三世代家族
グラッときたらどうする カラー32分 間，脚円

カラー26分 Iω，000円 PTA父さん奮戦記
京嵯て・の金銭教育の重要性について カラ ー30分 180，0∞問

下町のおばちゃん先生 おじいちゃんの青春
カラー31ヲ)-160， 000ll'l カ ラー30ぅ)-180，000円

.新作となりの立場・うちの立場 前，E22詰
交通安全映画

悲惨の記録 一一一交通事故が カラ 28分
残したもの 180，000円

liFijihr;:1Y!企索-今内村信組



「より正確に」
「より美しく」

氾濫する情報化社会の現代・..

より正確で、より美しい情報を求

めているあなだ・...

「マツオ印闘」では新しい情報をよ

り早<人々に伝達するために高度

の技術と最新の設備を駆使して、

正確さと美しさに取りくんでいぎ

す。洗練されだ「マツオ」の臼刷を

あな疋の言葉として是非ご利用下

さい。

*名刺、伝票から高級力ラー印刷まで…-

美しいコミュニケーションを大切にする……マツコ守/

-活版臼刷
・オフセット臼刷
・カーボン印刷
・その他高級美術臼刷

山田市上山回市役所前 宮 09485(2) 0144代表
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XE悶XI凶品商傑でt

高性能が小さくなった、ゼロックス3500.。

機能が問じなh、ボテーィの小さな)jが

使レやすいものです二そこで、富士

ゼロックスが“向性能を小さく"に挑戦

し、開発した惚写機、それがゼロツ

もラクにコヒ1ーがとれる、万一の紙づ

まりも簡単に処f型できるなど、新機能・

新工夫がギッシリ。大型機なみの働

きぶりながら、書1)安な料金てお使い

クス3500です。ぷi貴スペースは新聞 いただけるのも大きな特!~です二

2ページ分もあれば充分。屯i層、も100 小さなボチ司に大きな機能 シン

ボノレトの普通のコンセントでOK。そ プル・アンド・コンパクトに徹した

れてし、て、 1分間40枚いう高速コヒ」 ゼロックス3500。

でてた 原稿の栴類に合わせて*べる ぜひ、あなたのオフィスにもおすすめ

3つのコヒ1ーボタンっき、ぶ厚し、書籍 したL、l台です:

*新製品〈ゼロックス3500)のおもな仕栂
⑨IfJ[品r~\サイズ= li~大 ß4 J:で(.'コピーサイズ=

A4、B4，85 ・l コピースピード~ I 分IlU4 0枚骨

連続コピー=1-99枚 ・給紙)j日、=211トレイ

方式⑨機械の大きちユ恥凶8cm興ii68cm，'::iき

95cm⑨機械のmさ=2lOkg(e'，屯i原=IOOV・
15A 
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ビ
デ
オ
ソ
フ
ト
音
声
ソ
フ
ト
の
制
作
実
習
や
、
各
種
の
教
育
研
修
に
、
ま
た
、視
聴
覚
教
育
シ
ス
テ
ム
や
ビ
デ
オ
情
報
ヰ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
効
果
的
な
設
計
に
つ
い
て
の
ご
相
談
な
ど
に
、
当
セ
ン
タ
ー
を
お
気
軽
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

こ
の
セ
ン
タ
ー
は
、
教
育
関
係
の
方
々
を
は
じ
め
、
会
社
で

視
聴
覚
機
器
を
ご
利
用
さ
れ
る
方
々
や
、
そ
れ
を
お
取
り
級
い

い
た
だ
き
ま
す
設
計
事
務
所
の
方
々
に
よ
っ
て
支
λ
ら
れ
る
施
設

t
し
て
、
開
設
し
た
も
の
で
す
。
し
た
が
L
、ま
し
て
、
当
セ
ン
タ
ー
の

運
営
面
に
お
き
ま
し
で
も
、
ご
利
用
者
が
利
用
し
や
す
い
方
法
を

鋭
意
努
力
し
て
考
え
た
し
叱
思
い
ま
す
。

-
・
E
l
õ
i
i
ヨ~J::IIーIIiOJi宜保喧跡"'''''，'lIII.1I事蚕E

圃
圃
圃

-
最
新
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
視
聴
覚
機
器
の
利
用
，
圭
や
視
聴
貫
教
材
の
制
作

手
法
を
、
研
修
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
嘩
右
の
J施
設
の
概
要
、お
よ
び
ぇ
設

備
と
そ
の
機
能
》を
ご
害
照
。

-
と
〈
に
、
最
新
設
備
を
投
入
し
た
ス
タ
ン
ホ
:と
調
整
宣
で
は
、
効
果
的
な
ビ
テ

オ
番
組
が
容
易
に
で
き
ま
す
。

・
設
備
設
計
に
つ
い
て
、
専
門
家
に
よ
る
適
切
な
助
言
を
畳
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

・
吾
種
教
育
研
惇
の
場
と
し
て
、
ご
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
"情
報
を
宝
換
す
る
場
刊
言
寄
り
合
い
の
場
砂と
し
て
ご
手
IJ用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

・
岳
地
の
視
聴
覚
教
育
に
関
す
る
情
報
責
料
(
当
社
機
器
納
入
桟
に
閉
す

る
情
報
主
ど
)を
ご
置
い
た
だ
〈
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
新
し
い
当
社
機
器

の
カ
タ
ロ
グ
責
料
を
、
ご
入
手
す
る
;二と
が
で
9
ま
す
。
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7
，
ル
ム
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~
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ふ
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デ
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へ
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タ

ヒ
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~
，特
槍
勤
-
.
置
の
昔
閣
と
応
用

電
方
デ
イ
方
テ
プ
の
ダ
ビ
ν
グ
及
び
蝿
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